
 

  

道からの報告の求めに応じなかった事業者 
 

令 和 ３ 年 （ 2 0 2 1 年 ） 8 月 1 9 日 

北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 
 

道内の消費者に対して、訪問販売で火災保険の申請に伴う施工等を行う事業者が、北海道消費生

活条例第50条第１項の規定に基づく報告の求めに応じなかったことから、その事業者名等を公表

します。 
 

１ 経 緯 
 

道は、消費者からの苦情が寄せられている火災保険関係の申請に伴う施工等の訪問販売を行う事業

者に対して、北海道消費生活条例（平成11年北海道条例第43号。以下「条例」という。）第50条第１

項の規定に基づき、令和３年（2021 年）７月７日付けで同年７月 19日を期限として報告を求めたが、

事業者からは、期限までに報告がなかった。 

このことから、事業者が道からの報告の求めに応じなかった旨のほか、事業者の概要、報告を求めた事

項及び消費者苦情相談の概要を公表する。 

 

２ 公表する根拠 
 

    条例第51条第１項 

 

３ 事業者の概要 
                                        ますやま  のぶよし 

(１) 事 業 者 名  「北洋工務店」こと増山 延佳（個人事業者） 

(２) 所   在   地  札幌市中央区南１条西７丁目 

(３) 業      態  訪問販売（排水管洗浄、除雪作業、火災保険申請サービス） 
 

４ 事業者に報告を求めた事項 
 

（１）事業の概要（名称、所在地、法人格の有無、組織の概要など） 

（２）契約締結の内容等（契約書の交付時期、法令に基づく内容の遵守状況など） 

 

５ 道内における消費者苦情相談の概要 
 

「突然事業者から連絡がきた後、その目的を明確にしないまま勧誘行為が行われた」、「契約の内容が
明確ではない契約書を渡された、もしくは契約書の写しを渡されなかった」、「判断力が不足している者
に対して勧誘を行った」等の苦情相談があります。 

 

 

 
  

プレスリリース 

お問い合せ先 

北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 

取引適正化係 

電話 ０１１－２０４－５２１３ 



 

  

○北海道消費生活条例（平成11年北海道条例第43号） 

 

（不当な取引方法の禁止）  

第 16条 事業者は、消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為であって規則で

定めるもの（以下「不当な取引方法」という。）を行ってはならない。 

 （以下略）  

 

（不当な取引方法による被害の防止）  

第 17条 知事は、不当な取引方法が用いられている疑いがあると認められるときは、速やかにその取引実

態等につき必要な調査を行うものとする。 

 

（立入調査等）  

第 50条 知事は、第９条、第15条、第15条の２、第17条、第19条及び第 20条の規定の施行に必要

な限度において、事業者その他当該事業者と密接な関係を有するものとして規則で定めるもの（以下この

項において「事業者等」という。）に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその

職員に、当該事業者等の営業所、事務所等に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは当該事業

者等の関係者に質問させることができる。  

 

（公表）  

第 51条 知事は、第９条第３項、第15条第２項、第15条の２第３項、第17条第３項、第19条第２項

若しくは第 20条第２項の規定による勧告に従わない者、第 48条に規定する出席の要求を正当な理由が

なく拒み、若しくは資料の提出をしなかった者又は前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせ

ず、立入調査を拒み、若しくは質問に対し答弁しなかったものがあるときは、その旨を公表することがで

きる。  


